
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

● 制度概要 

  
岐岐阜阜県県ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス推推進進企企業業  

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録 検索 

令令和和７７年年４４月月１１日日よよりり次次世世代代育育成成支支援援対対策策推推進進法法にに基基づづくく  

「「一一般般事事業業主主行行動動計計画画策策定定・・変変更更届届」」のの提提出出がが  

  必必須須  ににななりりまますす！！  

  
「「仕仕事事とと家家庭庭のの両両立立支支援援」」ををめめざざししてて  

  
一一般般事事業業主主行行動動計計画画（（以以下下「「行行動動計計画画」」））ととはは、、次次世世代代育育成成支支援援対対策策推推進進法法（（以以下下「「次次世世代代法法」」））にに基基づづきき、、

企企業業がが従従業業員員のの仕仕事事とと子子育育ててのの両両立立をを図図るるたためめのの雇雇用用環環境境のの整整備備やや、、子子育育ててををししてていいなないい従従業業員員もも含含めめたた多多
様様なな労労働働条条件件のの整整備備ななどどにに取取りり組組むむにに当当たたっってて、、（（11））計計画画期期間間、、（（22））目目標標、、（（33））目目標標達達成成ののたためめのの対対策策及及
びびそそのの実実施施時時期期をを定定めめるるももののでですす。。  
従従業業員員 110011 人人以以上上のの企企業業ににはは、、行行動動計計画画のの策策定定・・届届出出、、公公表表・・周周知知がが義義務務付付けけらられれてていいまますす。。  

  
一一般般事事業業主主行行動動計計画画のの策策定定・・届届出出等等ににつついいてて  

● 手続き 
  
スステテッッププ１１：：自自社社のの現現状状やや従従業業員員ののニニーーズズをを把把握握ししままししょょうう  

                            ↓↓  
スステテッッププ２２：：スステテッッププ１１をを踏踏ままええてて行行動動計計画画をを策策定定ししままししょょうう  

                            ↓↓  
スステテッッププ３３：：行行動動計計画画をを公公表表しし、、従従業業員員へへのの周周知知をを図図りりままししょょうう  

                            ↓↓  
スステテッッププ４４：：行行動動計計画画をを策策定定ししたた旨旨をを都都道道府府県県労労働働局局雇雇用用環環境境・・均均等等部部（（室室））へへ届届けけ出出ままししょょうう  

                            ↓↓  
スステテッッププ５５：：行行動動計計画画をを実実施施ししままししょょうう  

● 計画策定・届出に関するお問い合わせ窓口 
  
岐岐阜阜労労働働局局  雇雇用用環環境境・・均均等等室室  

〒〒  550000––88772233    岐岐阜阜市市金金竜竜町町５５丁丁目目 1133 番番地地  岐岐阜阜合合同同庁庁舎舎４４階階      TTEELL  005588--224455--11555500  

● 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録方法 

※※  制制度度変変更更にに伴伴いい、、「「タタイイププⅠⅠ」」「「タタイイププⅡⅡ」」のの区区分分はは廃廃止止ととななりりまますす。。  

※※「「タタイイププⅠⅠ」」「「タタイイププⅡⅡ」」ででのの受受付付はは、、令令和和 77 年年 22 月月 2288 日日((金金))ままででととななりりまますす。。  

※※  登登録録済済みみのの企企業業ににつついいててはは、、登登録録有有効効期期限限ままでで現現在在のの登登録録証証ををごご利利用用いいたただだけけまますすがが、、  

次次回回更更新新時時にに一一般般事事業業主主行行動動計計画画届届のの作作成成がが必必須須ににななりりまますす。。（（随随時時更更新新もも可可））  

  
県のホームページ内「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度」の登録フォームから、 

新規登録・更新手続きができます。 

  

  
「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録届出書」（別記様式）のご提出でも登録ができます。 

ＦＡＸまたは郵便でお送りください。 

※次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し（第一面） 

及び（第二面・第三面）もお送りください。 

  
 

岐阜県 子ども・女性部 男女共同参画推進課 両立推進係 

〒500-8570 岐阜市薮田南 2-1-1 

TEL 058-272-8237(直通) FAX 058-278-2611 
岐阜県のワーク・ライフ・バランス推進に関する情報はこちら 

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/8315.html 
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